


はじめに

平成24年7月2日、世界文化遺産「石見銀山遣跡とその文化的景観」は、 登録5周年の節目を

迎えました。

これを記念して、 大田市内を始めとしまして、 県内外におきましても、 様々な石見銀山遺跡の

情報発信を行って参りました。 大田市が登録5屁年を機として、 様々な情報発信を総合する企画

として発足しました「石見銀山ウォ ー キングミュ ー ジアム」は、石見銀山遺跡の「歩く観光」を

更に深め、 また広い範囲にわたり、石見銀山遺跡を始めとした大田市内の様々な地域に、実際に

触れる機会を作って参りました。

その中で石見銀山世界遺産センタ ー に求められる役割は、調査研究事業の推進や遣跡の保全管

理、教育普及や情報発信など、様々なものがあります。

世界遺産登録の裔揚が落ち着いた現在、 この遺産を永く保護するための、 持続可能な取り組み

が不可欠となっています。

石見銀山での生産や生活など、 その歴史の全容の解明には、未だ長い時間が必要と考えます。

調査研究業務は、そうした石見銀山の価値を知る上で不可欠なものとして、 今後も継続的に取り

組んで参ります。

石見銀山遣跡の保全管理は、 日々新たな対応が求められる分野でもあります。 日常的な管理だ

けでなく、 住民・来訪者の安全対策や文化財の保護に関する対応など、 専門的知見も要する、 幅

広い対応が必要です。 当センターは遺産の保全管理の拠点として、地域住民の方や様々な機関と

連携し、 これらの課題に引き続き取り組んで参ります。

また、教育普及業務として、 当センタ ー が取り組んでおります石見銀山学習は、 実施2年目と

なる平成24年、 各学校の努力工夫のもと、 より多様な学習が進展しています。 子どもたちだけで

なく、 広く市民や全国の方々に石見銀山遣跡や世界遣産の価値に触れていただけますよう、 石見

銀山遣跡の価値を伝える「石見銀山学」を進展させて参ります。

当センターの持つ業務は、 このように継続的な取り組みが必要なものですが、 こ れらの業務は

当センターのみではなく、 地域住民の方を始めとした広い協力が不可欠なものです。

石見銀山遺跡が永く未来に伝えられますよう、引き続き皆様方のご支援とご助言をいただきま

すよう、お願い申し上げます。

平成25年12月

大田市教育委員会教育長 大 國 晴 雄
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あいさつ

平成23年4月1日より、 石見交通が指定管理者として「石見銀山冊界遺産センタ ー 他厨辺施

設」の管理運営業務をスタ ートし、 2年が経過しました。

また、「石見銀山遣跡とその文化的景観」が世界文化遺産に登録され、 記念すべき5周年を迎

えました。

指定管理業務初年度は、「世界遺産・石見銀山遺跡」としての価値を来訪者に理解していただ

くことを課題とし、 展示室への誘導、］遺跡の紹介等に努めてまいりました。

そして2年目は、 一度来られたお客様に「もう 一度行ってみたい」と思っていただける様なお

もてなしを課題に取り組んでまいりました。多くの来訪者が、 まず最初に訪れる世界遺産セン

タ ーで、 石見銀山の魅力を充分にお伝えすることが重要であると考えています。

石見交通グルー プは「お客様に優しい、 真心のこもった接客態度」をモットー としており、「笑

顔」「挨拶」「清掃」「知識」を基本に接遇の向上を図っています。

また、 石見銀山遺跡の保存・伝承について関係機関と連携をとりながら進めて行きます。

そして、 お越し頂く皆様に感動を与え、深く理解して頂けるようグルー プ挙げて取り組んでま

いります。

今年度の様々な取り組みにご協力、 ご支援をいただきました多くの関係者の皆様に厚く御礼申

し上げます。

平成25年12月
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大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例

大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例施行規則
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I. 石見銀山世界遺産センターの概要

1. 業務と組織等

■世界遺産センターの業務・組織

世界遺産「石見銀山遣跡とその文化的景観」全体の導入部（案内の玄関口）として、総合ガイダンス
と展示解説機能を持ち、調査研究並びに遣跡の保全と管理、ユネスコの「平和と人権尊重」の精神を情
報発信することなどを担う拠点施設として、専門職員及びスタッフなどが常駐しています。

1)世界遺産センターが担う業務

r 

大田市
（石見銀山課職員駐在）

石見銀山世界遺産センター

島根県
（世界遺産室職員駐在］

展示 ・ 解 説
,-----------― し一 コー―--- - --…•---------―- - ---------------, 

遺跡全体の解説や収集資料の展示ど解説
最新の調査研究裁果の展示と解説

，専門更更による総合解説
' - ----- --- - -- -- - --- - ----- - - -- - - - ------- - ----- -' 

教育 ・ 普及
- ---- - - - - ----- �- -- - - 、 - -- -―← → �―` - - -- - - ------- - --

指定管理者
（石見交通株式会社）

ダンス
------ --------·-―- ---―’
＇案内窓口の設営とスタッフの常駐
＇，遺跡模型での説明や解説映像の上映L
l地図｀パンフレットの配布し―-- ---- --- --------、一

,· 案内スタッフによる総合解説
--------------- ----

ホームページ等による情報発信
r----—_—_―---

―,-,-ニ---—―—―—―_-_—_—- -=--ご--二—―_―_—_---_—_—+―_―_-_―_-_—_—_=-------�--,-,--- -ニニニニェニ＝ ニ ニ＝＝＝＝＝＝ニニニ ー ゴ
｀ 案内＝概説書の作成 が ， 体験学習の実施（来訪者一般） ， 

し＝て＝＂＝＝＝＝＝三三＝＝二←塁
‘ ｀講鹿門唖雙— - -、―----"------V- - _ ]" , L 

-"-'― -----------------

，体験学習の実旅年見銀山学習関係）↓ ］ヽ← ―------ - --------------

調 査 ・ 研 究
r “" ―� --- - -"." -- ----"�---- - - -� - -—→ - - - - - — →ヽ―→- "" - --- -"" ----- 9 

調査研究活勤の拠点としての専門的調査研究
研究発表、シシポジウ竺等の企画開催

` - - - - ―ー "�" �"" - ---- ""―- -―ー·" --- - - ----}—ー"�" ----- �“� - -- - - -� J 

収集 ・ 保 管
-----― → ― ------------ -----------

塁羹畠芦塁竺只唸信'----- --一マ → →ー"“�ーー←――�- - - --- �―"”- - "←―- -" - - - - - -"――← -- -“�· - J 

保全・管理
一← 一―-----------------→
＇遺跡の日常的パトロールと保全管理 i : しーーー＂ "-------叫――- - -“" - - - -

【市機関l
石見銀山課
重要文化財熊谷家住宅
代官所地役人宅IB河島家
大森町並み交流センタ ー

大田市観光協会

乏［
［興機関】
文化財課（世界遺産室）
古代出異歴史博物館
疇文化財調査センタ ー

古代文化センタ ー
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’ ――→ー ・— -- - - -- - - ----- -”- -

，設備蔚、躙、 べ 警備な嗅持管理＇
＇し（ふれあいの森公園を含む）
： 大久保間歩に関する企画管理運営
＇ 凋辺施設を含む）し一—← • --―ー•一— -- -- --- - ~. ---

【関係機関l
石見銀山資料館
二瓶自然館サヒメル
その他各種研究機関

ノ



■世界遺産センタ ー がめざすもの

◇ユネスコの精神に基づき、未来へ引き継ぎます

「平和と人権尊重」の国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）

の精神に基づき、 他の世界遣産と共に人類全体の宝である石見

銀山遣跡をまもり、 未来へ引き継いでいきます。

◇石見銀山の理解を助け、現地へ誘います

鉱山跡など多種多様な資産で構成され、 かつ、 広大な面積を

有している石見銀山遺跡の全体像の理解を助けるため、 適切な

ガイダンスを行います。 そして、 資産そのものである現地を歩

き、 見て、 触れる機会を増進します。

◇調査研究を積極的に行います

考古、 文献などの人文科学分野と、 科学、 自然環境などの自

然科学分野が密接に連携を取り合いながら総合的な調査研究を

進めます。 また、 国内外の鉱山遺跡との比較研究などテ ー マ別

の調査研究も行い、 情報発信します。

「乎和と人権」を精神とする
ユネスコの世界遺産

国際連合教育科学文化機関（ユネスコ）は、第2次世界大戟ヘ
の厳ししヽ反省から、1945年11月、ユネスコ憲章が採択され誕
生しました。

コネスコ憲即D前文には泊戦争は人の心の中で生まれるも
のであるから、人の心の中に平和のとりでを築かねばならない」
と掲げられていまま漑争は、宗教、歴史、思想なとの文化的な相
違1こ茎づくI差別や人権侵害」が原菌だとされています。

ユネスコは、世界の誰もが認める顕著な苔二的価値を有する
資産を世界遺産として登録し継承していくことにより、人権が
尊蘊され戦争のない平和な世界の実現をめざしていま百。

石貝竿II渭蹄は、2007年7月、ユネスコの第31回世界遺産
委員会において、「石見銀山還跡とその文化的棗観）として、世界
遺産に登録されました。

このユネスコの精神に基づき、人類全体の宝である石見銀山
遺跡をまもり、未来へ引き継いでいかなけれ1姦凶りません。

j 

虞◎
9とコ、土芝迂

2008（平成20)年10月

.....ユネスコ憲章と世界遺産パネル

◇遺跡の保全管理活用を継続的に行います
良好なかたちで今に伝わる資産を適切なかたちで未来へ引き継ぐために、 遺跡パトロ ー ルなど日常の

保全管理に努めます。 同時に、 継続した保全活動が実施できるよう官民協働の取り組みも促進します。

また、 現地資産そのものが展示物でもあり、 資産の整備活用を進めます。

◇親しみのもてるセンタ ー とします

現地施設と連携を密にし、 地域住民が誇りを持ち、 学校教育や生涯学習の場として、 観光客を含め何

度でも来館したくなるような交流拠点とします。 また、 現地説明会や体験学習、 講座や講演会などを定

期的に開催し、 栽しみが持てる訛域に開かれた運営を目指します。
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①石見銀山の歴史

16世紀の神屋寿禎による「銀山発見」から、 大森の町の形成まで、 映像や資料写真、 復元品等で

解説しています。

②石見銀山のくらしと技術

発掘調査の成果を中心に鉱山のくらしと技術を解説しています。

また、 期間限定で「国重要文化財·辻が花染丁子文道服の再現品」の公開を実施しています。

＊＊平成24年度公開実績＊＊

第1期(4 / 1~5/24:54日） 第2期(6/23~8 /20: 59日）

第3期（10/ 2~11/19 : 49日） 第4期（12/25~1 / 7 : 14日） 年間計176日

▲第1展示室

第3展示室「総合調査の成果」

▲第2展示室

自然科学、 文献、 石造物、 間歩、 発堀調査という学際的な調査研究成果の一端を紹介しています。併

せて石見銀山の地質学的な背景から鉱脈や坑道の分布などを映像、 模型等で解説しています。

平成21年度からは、 都市鉱山について解説するコ ー ナ ー を設け、 廃棄される電化製品などから希少な

金属を回収・再利用している状況の展示解説を開始しています。

また、 今年度寄贈を受けた30kgの純銀インゴソトを活用し、 実際にこの銀の手触りや重さを感じられ

る形での常設展示を行っています。

第4展示室「未来に引き続ぐ石見銀山遺跡とその文化的景観」

「鉱山跡と鉱山町、 街道、 港と港町の総休」という石見銀山の土地利用＝文化的景観を模型、 映像、

パネルや歴史年表で紹介しています。

▲第3展示室 ....第4展示室
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■平成24年度入館者の状況
総入館者＝109,78 8人（プレオープンからの累計＝846,502人 フ］レオ ー プンからの累計＝ 6JJ,128人）
展示室観覧者＝53,004人（フ］レオ ー プンからの累計＝268,646人）
展示観覧料収入＝14,045,950円

［入館者数・展示観覧者数】 ＊1平成21年4月1日から外国人の展示室観覧割引制度を開始 （単位：人、％）

大人
小中学生

小中学生
その他割引利用

大人

H24年度
入館者 H23年度

対前年度比
H24年度

展示室観覧者 H23年度
対即年度比

I展示室観覧料収入】

《参考：外国人割引者》

地域別 I
東ヨ ー ロッパ

西ヨ ー ロッパ

北アメリカ

中南米

オセアニア

東アジア

東南アジア

南アジア ・ 中央アジア

中東・アフリカ

国籍不明

計

6,212 3,514 4,795 9,479 5,344 5,912 5,740 1,824 1,332 1,536 3,751 53,004 

｀蕊面栓響ぶ 函額喧！澤喜釦 宅訳昇i知呈 苫扇畝 勺暫 耐慇喜 11加祖5緊墨窟 骨喝鰈も
1,815 2,825 5,712 3,040 3,410 2,997 1,)55 914 882 2,052 30,554 

2,083 3,348 1,776 2,642 4,939 2,952 3,366 2,951 1,082 865 847 1,893 28 744 

129 192 39 183 773 88 44 46 73 49 35 159 1,810 

165 157 636 342 47 457 406 808 48 ゜ 81 253 3;400 

164 156 636 327 35 457 406 803 48 ゜ 79 253 3,364 

1 1 ゜ 15 12 ゜ ゜ 5 ゜ ゜ 2 ゜ 36 

4お 877 313 544 1,488 601 566 474 326' 205 289 580 6,688 

364 802 305 498 1,200 569 540 458 295 186 276 511 6,004 

61 75 8 46 288 32 26 16 31 19 13 69 684 

616 1,31 1 610 838 2,01 6 947 1,1 75 1;005 226 185 200' •.708 9,837 

588 1,228 608 798 1,839 934 1,170 988 218 182 197 659 9,409 

28 83 2 40 13 5 17 8 3 3 49 428 

27 43 11 57 92 54 17 

102 20 1,108 
300 32 ゜ 26 76 937 

I 4月 1 5月 I 6月 l 7月 1 8月 l 9月 l 10月J 11月 l 12月 l 1月 I 2月［ 3月 l 合計
9,024 15,066 7,816 
9,412 17,495 9,758 
95.9"ん 86.1% 80.1% 
3,565 6,212 3,514 
4,033 8,430 5,059 
88.4% 73.7% 69.5% 

H24 I H2114から累

6 55 

59 214 

65 261 

5 17 

29 81 

266 667 

18 187 

7 17 

2 10 

13 25 

470 1,534 

9,643 19,437 11,577 11,088 10,819 3,064 2,326 2,844 7,084 109,788 

13,041 25,336 13,565 13,521 11,752 4,044 2,545 2,366 7,965 130,800 

739% 76.7% 85.3% 82.0% 92.1% 75.8% 91.4% 1202% 88.9% 83.9% 

4,795 9,479 5,344 5,912 5,740 1,824 1,332 1,536 3,751 53,004 

6,680 12,059 7,171 7,369 5,953 2,036 1,283 1,351 3,289 64,713 

71.8% 78.6% 74.5% 80.2% 96.4% 89.6% 103 8% 113.7% 1140% 81.9% 

（単位：千円、％）

※平成23年6月1日より「石見銀山4館共通チケット」販売開始
■石見銀山4館共通チケットとは

石見銀山有科4施設で使えるお得な割引チケット。対象施設は［石
見銀山世界遺産センタ ー 」「石見銀山資料館」「重要文化財熊谷家住
宅」及び「代官所地役人1日河島家」の4施設。

※平成21年4月25日より電子マネ ー 「石見銀山WAON」サ ー ビスイン
■石見銀山WAONとは

大田市観光協会とイオン株式会社（千葉県）が業務提携し、イオン
の電子マネ ー 「WAON」に石見銀山迅跡をデザインし「石見銀山
WAON」を発行。世界遺産センタ ー などの有料施設等(8カ所）での
支払い時に割引金額で利用できるとともに、その売上金の一部が「石
見銀山基金」に寄付され、石見銀山遺跡の保全に活用されます。
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■主な入館団体（平成24年度）

24 4 

24 5 

24 6 

24 7 

ll
1 ロロロー—

1 行田さくらロ ー タリークラブ 埼玉県 24 7 1 明治神宮崇敬会1且 東京都

2 JR旅行担当若手職員勉強会 ※ 滋賀県立大学 滋賀慄

11 JAみどり役員 愛知県 まちづくりの会 山口県

長久小学校同期会 島根県 10 静岡市議会視察 ※ 静岡屎

14 JAL旅ウォ ーク撮影下見 11 明治神宮崇敬会2団 東京都

16 神話博しまねコンシェルジュ研修会 ※ 島根農 12 仁摩小学校 ＊ 島根県

北三瓶中学校 ＊ 島根屎 13 ふれあい会 神奈川屎

21 エルワ ー クス月刊誌『清流』8月号 埼玉県 20 信毎観光りんどうツアー 長野県

25 郵政退職者会松江支部 島根県 25 美郷町平成24年度青少年派遣事業 宮崎牒

29 アイツア ー 広島県 26 世界遺産関係都道府慄主管課長会議 ※ 

30 アイツア ー 広島県 27 韓国青少年の奉仕活動訪問団 ※ 

I アイツアー 広島県 28 長久小学校4年生学級活動 ＊ 島根屎

8 進徳女子高等学校 ＊ 広島屎 NHK撮影

12 アイツア ー 広島農 24 8 4 新潟県社会科教育研修会 新潟県

14 朱岡会 東京 5 隷国テジョン市交流事業

16 NC帯広 北海道 山梨県議員視察 ※ 山梨県

クラブツー リズム国内旅行センタ ー ※ 三重慄戦略企画雇用経済常任委員会 三重瞑

17 宮山県氷見市 ※ 富山屎 大田小学校5年生 ＊ 大田市

NHK「あさイチ」内IJAPAなび」撮影 明治神宮崇敬会3旦 埼玉県

18 疇高校 ＊ 島根県 7 島根大学匡際交流センター 島根瞑

24 石見銀山ウォ ー ク 大阪府 明治神宮崇敬会4団 東京都

富山県南砺市視察 ※ 富山県 8 新見市建築士会（セラミカ・竹田さん）

山梨栞視察 ※ 山梨県 9 江津工業高校電気科1期生同窓会 島根県

25 福光婦人会 島根県 11 PAZグル ー プ友栄会 群馬県

27 庄原さくら学園そよ風 広島県 14 明治神宮崇敬会5団 東京都

1 福井県一乗谷視察 ※ 福井県 坦
ゞ

9｀手閂云^ 香川慄

2 島根大学「地球科学野外実習」 島根罠 17 「世界記憶遣産」講座

卸東邦建設工業 東京都 19 浜田東中学校 ＊ 島根屎

7 NOSAi南部地域 青森県 20 大田ー中3年生 ＊ 大田市

8 藤友会 22 ト ー イッ叩土友会 神奈川県

宇都宮経友会 栃木慄 23 国語研究室

11 コバルトツア ー 栃木県 24 FM山陰ラシオ取材

15 古川建装 青森県 25 「旅のアトリエ」取材

21 温泉津中学校 ＊ 島根漿 大田三中 ＊ 大田市

22 信毎観光りんどうツアー 長野渫 26 明治神宮崇敬会6団 東京都

24 栗山町経済懇談会 北海道 24 10 1 婦人民生クラプ石見銀山の旅 東京都

25 和歌山県神社庁 和歌山屎 4 明治神宮崇敬会7団 東京都

27 出雲養譲学校大田分教室 ＊ 島根曝 5 車イス移動介助ボランティア養成講座

29 琴扇修会 大阪府 9 防災免災国際会議

1 千葉具大利根土地改良区 千葉県 川合小学校 ＊ 大田市
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m. 総合調査研究業務の概要

1. 考古学的調査研究

■発掘調査

石見銀山遣跡での発掘調査は、 昔の人々が地面に残した ― 

痕跡や道具から、 銀の採掘・製錬技術や、 それに関わった

人々の営みを解明・証明する役割を担っています。平成24

年度の調査では、 昆布山谷の2地点を対象としました。

1)毘布山谷H24-1トレンチ

調査期間：平成24年9月18日 ～ 12月21日

所在地：大田市大森町ホ381

概 要
この地点は、佐昆売山神社脇参道から300mほ

ど山道を登ったところに位置します。 垂直に近い

岩盤と谷、 尾根を越える山道との分岐点にあたり

ます。 調査地点周辺の岩盤には三ヶ所の坑口があ

り、 坑道から排出したと考えられる小礫などの堆

積がみられました。

調査の結果、 表土から20cm程度の深さで、

2.5mX3mの石囲いの建物跡などが検出されまし

た。 この建物の内部には、 石を組んで作った80m

四方の構造物があり、 内側には火を受けた土と灰

が入っていました。 建物や構造物の内部には遺物

がなく、 年代や用途は不明です。 ただし、 建物自

体の規模が小さいこと、 坑口の前に位置すること、

生活用品や製錬・鍛冶にかかわる遺物がないこと

などから、 現時哀では、 坑口前の詰所や見張所と

いった性格が推測されます。発掘調査以外の分野

も含めて、 より 一層の調査が必要です。

2)毘布山谷H24-2区

調査期間：平成24年9月18日 ～12月21日

所在地：大田市大森町ホ368

概 要

H24-lトレンチよりも少し標高の低い地点に位

置します。 平坦面の西側は岩盤が露出しており、

岩盤をくりぬいた穴に小さな地蔵が一体鎮座して

います。 また、 この平坦面周辺には坑口や、 長楽

寺跡への登り口などが存在します。

調査を進める中で、 長さ180cmの棒状の木材が、
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組まれたような状態で発見されました。形態や、 木材に粘土が付着していることなどから、 現

時点では、 建物の壁が倒れ、 その芯材が残ったものと考えられます。 木材は、 建築では梁など

によく使われる松でした。 これらの木材の下に、 本来の遣構がまだ埋まっていると考えられま

す。 来年度も引き続き調査を行い、 どのような建物なのかを調べていきます。

■石造物調査

石造物調査は、 石見銀山遺跡の歴史的過程を石造物という観察対象をとおして明らかにし、 鉱山遺跡

としての特性を把握することを目的に実施しています。 石造物には様々なものがありますが、 現在は鉱

山の盛衰が直接的に反映されると考えられる墓石を重点的に調査しています。

平成24年度は、 落石防護柵設置予定地内に本経寺墓地、 西善寺墓地が所在することが明らかとなったた

め当該地の石造物悉皆調査と発掘調査を実施しました。

1)平成24年度石造物及び発掘調査指導会

実施日：平成24年8月7日

場 所：石見銀山世界遺産センタ ー 、 石見銀山遣跡大谷地区本経寺墓地

指導者：田中義昭氏（元島根県文化財保護審議会委員）、 大橋泰夫氏（島根大学法文学部教授）、

山根正明氏（松江市教育委員会文化財課）

概 要

本経寺墓地の調査方法の指導を得るとともに、 墓石の分布しない空閑地に設定した発掘調査

トレンチについて、 考古学、 城館調査の観点から指導を得ました。

第1トレンチを設定した広い平坦面については、 山吹城の登城道に設けられた「坂小口」であ

る可能性が高いことが指摘されました。

2)仙ノ山石銀地区墓I[の石造物悉皆調査

実施日：平成24年8月6日～10日

場 所：大田市大森町大谷 本経寺跡

指導者：田中義昭氏

参加者：大田市・島根県教育委員会職員

概 要

大谷地区本経寺墓地にある石造物を悉皆調査しました。 この墓群は、 山吹城の城郭機能が大

森町に移転された後の寛永年間に造墓が開始されたものです。 ここでの最古の紀年銘は寛永3

(1626)年の組合せ宝筐印塔でした。17世紀代前半の寛永期から造墓が開始され、 江戸時代を

通じて墓旭として使用されたことが分かりました。総数では130基の墓石が確認されました。

3)平成24年度調査報告書作成

概 要

悉皆調査した大田市大森町大谷地区本経寺墓地
の調査成呆を掲載しました。
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2. 歴史・民俗学的調査研究

世界遣産としての顕著な普遍的価値を高めるため、 散逸の危機にある地域史料を主対象として文献調

査を実施しています。 その際、 人権・同和問題の解決へとつなげるため、 地図・地名、 人権·同和問題

調査を通じて問題への理解促進と意識の向上をめざしました。 調査成果の活用方法については、 類例調

査を行いつつ引き続き検討しています。

■文献調査

石見銀山の歴史と国内外におけるその意義を明らかにするため、 石見銀山と石州銀を含む日本銀に関

する文献・史料の所在や内容を学術的に調査しています。 史料や文献の捜索•閲覧．整理・撮影をし、

必要に応じて目録作成や解読を行って保存·活用することとしています。

1)文献調査指導会

日 時：平成24年6月9日（土）10:00~ll:50

場 所：島根県分庁舎2階教育委員室（松江市殿町）

出席者：文献調査員、 島根県職員

概 要

平成24年度の調査計画、 個別文書の具体的な調査や所在確認調査について協議を行い、 長期

的な研究計画、 調査成果や史料の公開のあり方について検討しました。 調査成果を公開する刊

行物については、 近世の石見銀山に関する基礎的な史料となる［万留」と「江戸江持参之書物

留」の翻刻を報告書として刊行しています。 これらの史料は18祉紀における石見銀山の基本情

報を収め、 内容は代官所領内の財政・訴訟・寺院・鉱山など多岐にわたっています。

2)史料調査

日 時：平成24年 4 月～平成25年 3 月

場 所：各文書所蔵先（大田市大田町ほか）

出席者：文献調査員、 島根大学学生、 大田市職員、 島根県職員

概 要

平成24年度は、次にあげた個別文書の目録作成および撮影を行いました。

①寺社文書：西本寺文書、観世音寺文書、 栄泉寺文書

②諸家文書：熊谷家文書、 竹下家文書、 上野家文書

このうち、 前年度より継統してきた西本寺文書と観世音寺文書については、 撮影と目録作成

を終了し、 栄泉寺文書、 上野家文書は次年度に作業完了を予定しています。 また、 熊谷家文

書、 竹下家文書については、数万点にも及ぶ膨大な史料群であるため、 長期にわたり継続して

調査を行っていく予定です。

このほか、 京都大学法学部図書室が所蔵する熊谷家文書、 島根県立古代出雲歴史博物館に寄

託されている南八幡宮経筒・銭貨についても調査を行いました。

3)石見銀山資料館との共同調査

日 時：平成24年 6 月 25 日（月）、 26 日（火）、 12 月 4 日（火）

場 所：林家（邑智郡美郷町）

出席者：文献調査員、 島根県職員
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概 要

石見銀山資料館による林家文書の調査へ参加し、 共阿で整理・記録作業を行いました。林家

文書は、 近世銀山街道沿いの村役人を務めた家に伝来した史料群であり、村役人関係、経営関

係などの数千点にも及ぶ史料の目録作成を継続して行いました。

■地図・地名、 人権・同和問題調査

石見銀山遺跡とその周辺は、 戦国時代に戦匡大名によって銀山争奪戦が繰り広げられ、江戸時代には

幕府の石見銀山支配の中心地となりました。 このため銀山には多くの鉱山労働者をはじめさまざまな身

分の人びとの生活がありました。江戸時代の支配のあり方は、 全回の幕領に共通するものと、銀山領独

自のものがあったようです。被差別身分の人びとも身分制にもとづく支配機構のなかに位置づけられ、

主に治安維持に関わる業務についてきました。 その一方で、 当時から忌避·差別された歴史があります。

石見銀山に関わる調査研究は、 ユネスコの基本理念である「平和と人権尊重」の精神にのっとって行

うべきであることをふまえ、 歴史的事実の解明が石見銀山に関わる人権・同和問題の解決につながる取

り組みとなるよう、 人権・同和問題への理解を深め、 意識の向上を図る必要があります。そのため、 有

識者による研究会の閲催と関連施設の視察を実施しました。

1)人権研修会

日 時：平成25年2月26日（火） 10:30~12:00

会 楊：石見銀山世界遺産センタ ー オリエンテ ー ション室
さねしげひみゆき

講 師：島根県人権啓発推進センタ ー 宣重敵之氏

派 題：共に優しく生きる～ 人権尊重の視点にたって ～

参加者：大田市職員、石見銀山ガイドの会、 石見交通職員、島根県職員ほか、合計43名

概 要

講師の賓重氏には、新聞報道を資料に用いつつ、 東日本大震災にかかる人権課題として、原

発事故への誤った理解に基づいた差別等人権問題の深刻さを説明していただきました。 そして、
一人ひとりが互いの個性·違いや入権を尊重して共に支え合う「共生の心」に照らして、 そう

した人権課題に取り組むことの大切さをうかがうことができました。

本研修会では、県市関係職員はもちろんですが、石見銀山遣跡への来訪者を受け入れる、公

開施設職員のみなさんにも多数受講していただきました。

2)人権・同和問題関連施設の視察

日 時：平成24年8月31日（金）

場 場：柳原銀行記念資料館（京都市下京区）

視察者：島根県職員

概 要
すうじん

柳原銀行記念資料館では、 近代に地元崇仁地区の振興に尽力した人々の業績や、地域の変

遷・近年の地域住民活動等を扱った展示がなされています。 その観覧を通じて、 崇仁地区の変

遷や同館の活動への理解を深めました。
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■教育普及方法等鯛査

1)先進事例の調査

日 時：平成25年3月6日（水）

場 場：国立科学博物館（東京都台東区上野公園）

視察者：島根県職員

概 要

石見銀山遺跡の文化的・歴史的価値の情報発信を効果的に行うためには、体験学習や講座 ・

シンポジウムなど教育普及活動が不可欠です。 それらの参考事例として、 世界遺産や鉱山遺跡

などでの施設や活動を視察し、 見識を深めることが本調査の目的です。

平成24年度は、 国立科学博物館における展示内容を視察しました。 なかでも「江戸時代の鉱

業」コ ー ナ ー では、 豊かな資源と優れた技術によって近世日本の鉱業が支えられていたことや、

西洋との対比による燃料資源の違いや精錬技術の進化の度合などが紹介されていました。特に

目を引いたのは、 近年の研究成果である「小判の色揚げ技法」の展示で、 化学的処理によって

小判が山吹色に変化する様子が、 電子パネルを使いながら分かりやすく具体的に説明されてい

て、 石見銀山世界遺産センタ ー の展示や普及活動を考える上で大変参考になりました。

3. 自然科学的調査研究

従前の科学調査など自然科学的な調査を 一つの体系として整理発展させ、 石見銀山遺跡の実態を解明

し、 より価値を高める調査を行っています。 この調査の目的は、鉱山技術の復元、 遺跡の保存、 環境保

護等の解明です。 これらの成果は講演会や鉱山技術の体験、 現地ガイド、 現地公開などで公表します。

■考古資料分析調査

1)石見銀山遺跡毘布山谷出土レンガの科学分析

概 要

島根県内で最古級のレンガについて比較するため、 昆布山谷地区で出土したレンガ5点と久

喜大林鉱山（邑南町）で出土したレンガ5点を対象として、 島根県産業技術センタ ー において

科学分析を実施しました。分析項目は、 耐火度測定、 吸水率測定、 蛍光X線による定性分析、

X線回折分析、 圧縮強度試験です。

2)島根県立古代出雲歴史博物館所蔵の古丁銀等の科学分析

古代出雲歴史博物館で所蔵している古丁銀16点、 慶長丁銀2点、 その他5点について、 京都

国立博物館に輸送して蛍光X線分析を実施しました。

■生物調査

陸棲脊椎動物、 昆虫類、植物などの生物調査

実施対象：石見銀山遺跡及びその周辺

実施方法：財団法人しまね自然と環境財団（島根県立三瓶自然館）に委託

概 要

平成20年度から代表的な自然環境を有する地域を対象に生物調査を実施し、 年次変化や影響の有

無を把握することとしています。平成24年度は銀山川遊歩道、 要害山登山道、 本谷地区、 靭ケ浦

港、 沖泊港について年2回（春・秋）の継続的監視·観察を行いました。 また、 大久保間歩、 矢滝
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城跡、 石見城跡において、 特定動植物（コウモリ類、 洞窟性昆虫類、 ギフチョウ、 ラン類など）の
調査を行い、 生息状況の記録を行っています。 来訪者の増加などに伴い、 生物環境への人為圧は商
まっていますが、 現在のところ大きな変化はありません。新たに希少動植物の存在が確認されてお
り、 継続しだ情報収集が必要です。

■資産保全調査
石造物モニタリング調査
概 要

石見銀山遺跡に多く存在する石造物の風化度、 崩壊状況などを観察・測定し、 対応策を検討する
ため、 指導会を開催しました。石造物等の保存は、 現象の確認、 原因の究明、 対策の実施という手
順で進める必要があり、 当面は経年変化の観察と、 気象条件等のデータ蓄積を行っています。石材
の乾湿の繰り返しによる劣化が大きな原因とみられるため、 周辺の温湿度や水分の条件など、 石の
乾湿に係る機器測定を目視観察と併せて行っています。また、 デー タは単年度ではなく恒久的に蓄
積しなければ、 物件の保存処理後のメンテナンスが行えないので、 環境測定の継続的な実施は必要

です。
平成24年度は、 昨年度から引き続き龍昌寺跡代官墓にデジタル温湿度計を設置し、 継続して測定

データを蓄積しています。

1)調査指導：石見銀山遺跡の石造物温湿度デ ー タ解析と今後の石造物保存対策について
日 時：平成25年3月29日（金）
指導者：脇谷草一郎（奈良文化財研究所）

田村 朋美（奈良文化財研究所）
指導内容：

石造物は周辺の環境によって、 劣化の速度が違ってくる。観測が実施されている温度、 湿度
以外には、 ①日射量、 ②雨量 （降雪量）、 ③大気圧などを測定する必要があるが、 これらのデー

タは、 個別に機器を設置して観測するには経費面などで困難なので、 地方気象台のHPで過去
の観測データを公開しているので、 これを活用すること。

また、 石造物が劣化する要因として、 石材そのものが持つ特性も大きく影響するので、 石材
の含水率（吸水と乾燥の差が激しいと劣化の要因となる）、 塩分量、 硫化物（硫黄）の含有量の
調査が必要であることを指摘されました。

■間歩調査
石見銀山遺跡では世界遺産登録前に間歩、 露

頭揖りの分布調査を実施しています。
平成23年度から5カ年計画で、 未調査区域や

既調査済区域の経年変化状況の調査を実施して
います。今年度は、 大森町周辺40Ha、 要害山
東麓14Haについて分布調査を実施しました。

また、松江工業高等専門学校の久間英樹教授
のチ ー ムによる間歩のロボット探査を602、603、

612号間歩などで実施しました。
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4. テ ー マ別調査研究

平成20年度から「最盛期石見銀山の復元」と「東アジアの鉱山比較」を大きなテ ー マとして、 およそ

3年周期の共同調査研究を進めています。 この研究では、 考古学、 歴史池理学、 地質学、 鉱山学などの
外部の各種研究者に石見銀山遺跡客員研究員として参加してもらい、 年に2回程度の共同検討会議を開
催しながら進めています。

0石見銀山遺跡客員研究員 名簿

研究テ ー マ 氏 名 所 属

井 上 雅仁 島根県立三瓶自然館

大 庭 康 時 福岡市埋蔵文化財センタ ー

仁 木 宏 大阪市立大学大学院文学研究科
最盛期石見銀山の復元

藤 原 雄 高 石見銀山資料館

山 村 亜 希 愛知県立大学文学郭日本文化学科

中 野 茂 夫 島根大学大学院総合理工学研究科

中 西 哲 也 九州大学総合研究博物館

仲 野 義 文 石見銀山資料館
東アジア鉱山比較研究

中 村 唯 史 島根県立三瓶自然館

吉 原 道 夫 佐倉市立臼井南中学校

■最盛期石見銀山遺跡の復元研究

この事業では、 考古・文献・歴史地理·自然科学等各分野の専門的な研究者による調査研究によっ
て、 土地・人・物の状況解析を基軸とし、 16世紀から17世紀初め頃にかけて最盛期を迎えた石見銀山

の景観を復元的に明らかにすることを目標に、 展示やイラスト作成なども念頭に置きながら調査研究

を行っています。

■東アジア鉱山の比較調査研究

石見銀山遣跡が世界遺産に登録された際、 ユネスコ世界追産委員会から「石見銀山遺跡及び国内外

の他の鉱山遣跡との比較研究の実施」が要請されました。 このため、 島根県と大田市では東アジアの
鉱山遣跡の情報収集を行うこととしました。海外鉱山については、 中国の情報収集を実施しています。

また、 国内については、 生野銀山を始めとする石見銀山と関係の深い銀鉱山について共同研究を進め

ています。 また、 久喜大林鉱山を始めとした県内鉱山についても、 江戸時代に石見銀山御領に含まれ

た鉱lllを中心に調査を行っています。
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4)東アジア鉱山の比較研究に伴う調査及び指導

①邑南町久喜大林製錬所の調査指導

明治31年～明治41年にかけて、 津和野堀家の経営によって稼働した製錬所跡を邑南町教育委

員会で発掘調査を実施しています。 この調査に関わる調査指導が平成24年10月15日と11月29日

に実施され、石見銀山との比較のため参加しました。

②新潟県佐渡金銀山の比較調査

平成24年7月18日～21日にかけて、佐渡金銀山の視察を行いました。 西三川砂金山、 鶴子銀

山発堀調査現場、 相川金山について見学を行ったほか、 21日には両津郷土博物館において鉱山

絵巻検討会にオブザー バー参加しました。

③企画展「台湾 金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物館展」の開催

Pl9で紹介したとおり、 台湾新北市立黄金博物館の協力の下、 開催実施しました。

5)最盛期石見銀山の復元に伴う研究会参加や発掘調査

①研究会・シンポジウムの参加

平成24年度は、 次の3つの研究会・シンポジウムに参加しました。

●中世都市研究会「中柑都市から城下町へJ

中世・近世城下町の研究史・位置づけ、 地域内の都市ネソトワ ー クの形成、 中世都市から

近世城下町への変容などについての報告がなされました。 鉱山町 ・ 港町の調査研究に際して、

先行研究をふまえながら、 これら諸報告より得られたことを活かしてゆくことは有益だと考

えられます。

●関西近世考古学研究会「関西における町屋敷の変遷J

主に関西における近世の町屋を対象に、 発掘調査事例に基づく考古学研究の成果が報告さ

れ、 町家での土地利用のあり方とその変化について議論が行われました。個々の報告を通観

することで、 比較対象とされた江戸をも含む、全体的な町家変遷の傾向を見て取ることがで

き、 石見銀山遺跡の町屋敷の調査研究において参考となりました。

●シンポジウム「大阪上町台地から都市を考える6」

本シンポジウムは、 城下町大坂と江戸の形成過程や景観の比較 ・ 検討からそれぞれの特徴

を出すことを主目的としています。 豊臣氏の大坂•徳川氏の江戸、 両方とも大規模な地形改

変により都市が形成され、 その過程・遣構などに各都市の特徴が現れていることが提示され

ました。近年唱えられている、 温泉津に毛利氏の支配拠点が設けられていたとする説をふま

え、温泉津や鉱山町でも同様の視角で検討することが重要であると考えています。

②古龍地区の発掘調査

『銀山旧記』などの文献史料に現れる「古龍（古柳）」の港については、 これまで詳しい現地

調査が行われていませんでした。 そこで今回、基礎デー タを得ることを目的として発揖調査を

実施しました。「古龍」は文献史料から、16世紀代に活況を呈した港町であったと推定されます

が、 昭和40年代以降は集落が無人となり、 現在では容易に近づくこともできない場所となって

います。

調査地は大田市温泉津町湯里字古龍、 調査期間は平成25年2月25日 ～ 3月22日、4X4rnのト

レンチを2か所設定して調査しました。 1トレンチでは16世紀第4四半期の遣構面を確認しま

した。検出長2.5mの石列や建物を支える礎石の根石と考えられる集石です。

この付近では、中国産の染付磁器（景徳鎮・南方系）や白磁、朝鮮王朝陶磁が出土したほ

か、 国産品では美濃や地元産の土師器、瓦質擢鉢が出土しました。 出土した陶磁器類の組合わ

せは、 同時代の石見銀山遺跡（大森町）での出土状況と共通しており、 中国産陶磁器類が全体
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V. 教育・普及業務の概要

1. 公開講座の開催

世界遺産センターでは、 大田市内在住の人を中心とした多くの人に、 石見銀山に関する調査研究を

知っていただくため、公開講座を実施しています。公開講座では、 より専門的な研究機関から講師を招

き、 石見銀山遺跡地内にとどまらない、 さまざまな見地から講演をいただきます。

今年度は、 二回の講座を開催しました。

1)「戦国時代の貨幣流通」

日 時：平成24年8月3日（土）13:30~15:00

講 師：桜井英治氏（東京大学大学院文化研究科准教授）

場 所：オリエンテ ー ション室

参加人数：51名

概 要

古来から物々交換で成り立っていた日本の経済が、 戦国時代から江戸時代にかけて金·銀で

の支払いに変わり、江戸時代には、 金・銀・銅の三種類のお金を両替しながら使う仕組みがで

きます。 この講座では、 中国の影響を受けながら変動する銀や金の価値、経済の仕組みやその

変化について、 わかりやすく説明していただきました。

2)「大久保長安の業績と歴史的な役割 ー各地に残る足跡から 一」

日 時：平成24年9月29日（土） 14:30~16:00 

講 師：馬場憲一 氏（法政大学大学院人間杜会学科教授）

場 所：オリエンテ ー ション室

参加人数：62名

概 要

大久保長安は、江戸時代、 石見銀山に派遣された初代の奉行です。 戦国時代が終わると、 徳

川家康が関東地方を中心として各地の支配体制を整え、江戸幕府の基礎固めを進めていきま

す。 その中で大久保長安は、 鉱山開発だけでなく、江戸幕府の基礎固めにも深くかかわってい

ました。 この請座では、 大久保長安が当時に果たした役割を、 石見銀山をはじめとする各地の

事例からお話いただきました。

公開講座の様子
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■大久保間歩公開ツア ー （市民対象）

実施日：平成24年11月30日（金）9:00~14:30

コ ー ス：仙ノ山地区 本谷～石銀地区～仙ノ山展望台

参 加費：500円／人（保険料ほか）

参加人数：38名（第1便：19名、 第2便：19名）

概 要

世界遺産登録5周年記念事業の「野学」として、 平成20年の一般公開後初めて大田市民を対象

とした公開ツアーを大田市教育委員会（石見銀山課）が主催し、 指定管理者との共催により開催

しました。

参加者のほとんどが大久保問歩の入坑経験がなかったため、担当者の説明に熱心に耳を傾けて

いました。 また、 通常の公開ツアーとは違ったコ ースで石銀地区や展望台を経由し、 天候にも恵

まれ、 晩秋の仙ノ山を満喫することができました。

▲大久保間歩に入坑する参加者 ....本谷地区で職員の説明を受ける参加者

■古文書から知る石見銀山

古文書を解読しながら石見銀山について学んでいく講座を、 平成24年度からは初級、 中級、 上

級の3つのコ ースを設けて毎月実施しました。

時：毎月第2木曜日、全12回（初級・中級）

毎月第3木曜日、 全12回（上級）

参加人数：初級コ ース 26名（請師：目次 謙ー）

中級コ ース 9名（講師：小杉紗友美）

上級コ ー ス 8名

日

く. -→ 

屈令，99

裂:9 9 

ニ ・一

｀函炉 心

笞じ食 ’

苓← ＇

衣

概 要

初級コ ースは、 講義形式で実施し「温泉津日

記」をテキストに、 くずし字の解読のコッを学び

ながら、江戸時代の社会や文化についてもとりあ

げました。

中級コ ースでは、「熊谷家文書」をメインテキストに石見銀山や大森町に関する様々な題材
をとりあげ、 演習形式で解読しながら、 当時の歴史的背景や経緯についても解説しました。

上級コ ースは、 特に講師を設けずサロン形式で、 石見銀山に関する江戸時代の概説書を読み
進めました。

古文書から知る石見銀山（中級コ ー ス）
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■市内各校銀山学習実施の状況
H24年度実績：市内小学校14校390人、市内中学校6校330人をセンタ ー・ 大久保間歩で受入

同23年度実績：市内小学校15校288人、市内中学校4校166人

校名

大田小

大田小

長久小

JI!合小

久屋小

五十猛小

静間小

鳥井小

久手小

朝波小

大森小

高山小

北三瓶小

志学小

池田小

仁摩小

温泉津小

合計

1 
� 

校名

ー中

二中

三中

北三瓶中

仁摩中

温泉津中

合計

' .
学年

6

5

6

6

6

5, 6

5, 6

6

6

6

3 ~ 6

5, 6

5,6

5, 6

5, 6

6

6

学年

3

1

1

1, 2

1

全

’ぶ

参加数

101

74

33

12

12

12

16

10

29

19

5

17 

35

32 

18 

425 

： ：�，◇ 

”参t‘‘ 加数

145

87

3

10

30

55 

330

くざく‘ }, 9 99 

、実施且： ゞ

11/15

9/5

10/29

10/11

11/29

10/18

10/19

11/7

12/12

11/14

6/15~11/28
のべ7日

11/1

7/6

7 /12

10/24

さ：‘ ｀ 心
―― '，ご ,

実籐日ゃ •9

: ―しー’’ :：・‘
9 /20

11/20

9 /25, 9 /26

4 /19

7 /4, 9/13

6 /21

遺産センター 99 ~

展示選鉱灰吹］丁銀
゜

゜

゜ ゜

゜

゜

゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜

゜ ゜ ゜

゜

゜ ゜

゜

゜ ゜

゜ ゜

゜

14 3 6 1

、／ §メ
； 遺産セ..ン' ク 一 ダ； a 

I,, ., ' ' '  

展示選鉱＇灰吹 丁銀
゜

゜

゜

゜

゜

゜

6 ゜ ゜ ゜

大間久歩保‘ /  

龍源寺 大森町
間歩妥 並み／

゜ ゜

゜ ゜

゜

゜ ゜

゜ ゜

゜

゜

゜

゜ ゜

゜ ゜

゜

゜

゜

゜ ゜

， 4 7

大久保 龍源寺： 大森町
し間歩

間
9
9 歩

‘

ゞ

ペ・並み□

゜

゜ ゜

゜ ゜

゜

゜ ゜ ゜

゜ ゜

4 2 5

温泉津
沖泊

゜

温泉津
沖泊道

1

温菜津
沖泊

゜

選鉱＝比重選鉱体験、灰吹＝灰吹実演、丁銀＝丁銀づくり体験

富山小、志学中、池田中は実施せず
ほか市内養護学校4人、県内中学l校43人を体験学習、市内高校2校11人、県内高1校27人を大久保入坑で受入
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VI. 石見銀山遺跡関連事業の概要

1. 史跡整備事業

■整備事業の実施

平成24年度は、 国及び県の補助金を受け、 以下の事業を実施しました。

1)石銀集落跡遺構表示

これまでに実施した見学道整備により、 本谷地区～石銀地区（集落跡） ～龍源寺間歩方面への見

学）レ ー トを訪れる見学者が増加していることから、 当該地区の遺跡の理解を助けることを目的に、

建物跡や道跡などの、 いわゆる遺構の平面表示を行いました。

建物跡は脱色アスファルト舗装とし、 その上に薄層アスファルト舗装で井戸跡や炉跡を表示し、

建物の壁の位置には、 地元の大屋石の切石を用いて表現しました。 また、建物内で出土したかなめ

石や、 地下深く見つかった灰吹き用鉄鍋について、 その出土状態を写真陶板で表示しました。

道については、 質感や色の検討を重ねた結果、 昨年までの土舗装ではなく、 薄層カラー舗装で表

示しました。数量などは以下のとおりです。

【概要】

・脱色アスファルト舗装（建物跡）：124.60nf

・ アスファルト舗装〔樹脂コ ー ト］ （道跡） ：112.50m'

・木質加熱アスファルト舗装（建物周辺部） ：73.00m'

・建物跡、 道跡、 井戸跡表示： ー式

〈薄層カラ ー舗装（炉跡表示： 3箇所、 柱跡表示： 6箇所、 井戸跡表示： 1箇所）、礎石・石

積表示、 建物跡区画表示（切石敷設）、 陶板埋設（鉄鍋出土状況表示、 要石出土状況表示〉

・排水溝：12.30m ·転落防止柵：5.00m

【事業名事業費】石見銀山遺跡石銀集落跡遺構表示整備工事（舗装工事等）11,665,500円

2)石銀集落跡遺構表示整備工事（サイン工事）

建物跡や道跡等の遺構表示（舗装工事等）を実施することで、 遺構表示箇所についての詳細な説

明が必要となり、 また、 平成23年度に見学道整備や休憩棟整備を実施していることから地区全体の

概要説明が必要となるため、新規の説明板設置と既存説明板の内容変更を行いました。

【概要】

・説明板製作設置： 1基 ・既存説明板表示内容変更： 1基

・遣構写真表示板製作設置： 1基

【事業名·事業費】石見銀山遣跡石銀集落跡遺構表示整備工事（サイン工事）7,497,000円

3)石銀集落跡説明板データ作成

石銀地区の発掘調査から得られだ情報を、 来訪者がより視覚的に理解できる説明板の整備を行う

ことを目的として、 携帯型機器を通じて実空間にさまざまな情報を表示する「拡張現実(AR)」

を活用した説明板用デー タを作成しました。

【概要】

• 3Dモデルデー タ作成：建屋床、 建屋軸組、鉄鍋（出土品）等

［事業名 ・ 事業費】石銀集落跡説明板デー タ作成業務委託 3,307,500円
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4)石見銀山遺跡落石対策工事（要害山A工区）

遺跡地内に存在する落石事故発生の危険性が高い箇所について、事故の発生を未然に防ぎ、 来訪

する見学者等の安全を確保するとともに、 落石の発生に伴う斜面等の崩落による遺跡や関連石造物

等の損傷・破壊を防ぐことを目的として対策工事を実施しました。

【概要】
・根固エ（モルタル充填） ： 8 基 ・落石防護椙エ（高さ 3 m): 40m

・除去工： 1基

【事業名・事業費】石見銀山遣跡落石対策工事(A-1エ区）24,153,150円

5)石見銀山遺跡落石対策工事（要害山A工区）実施設計業務委託

石見銀山遺跡落石対策工事（要害山A-2エ区・平成25年度実施予定箇所）の施工にあたり、 必

要な地形測量と実施設計業務を業務委託により実施しました。

【概要】実施設計：石見銀山遺跡落石対綾工事（要害山A-2エ区）

【事業名・事業費l石見銀山遺跡落石対策（要害山A-2 工区）測量設計業務委託 1,522,500円

6)史跡石見銀山遺跡整備事業報告書作成業務委託

平成18年度から平成24年度までの整備事業について、検討経過や整備概要をまとめるとともに、

これまでに行った整備事業を総括（評価）することで課題を整理し、 次期整備計画検討に向けた指

標とすることを目的に、 整備事業報告書を作成しました。

【概要】整備事業報告書の作成·印刷：ー式

【事業名·事業費l石見銀山遺跡総合整備事業報告書作成業務委託 3,885,000円

■石見銀山遺跡整備検討委員会の開催

事業実施にあたって、 以下のように整備検討委員会を開催しました。

①第13回委員会 日時：平成24年6月1 5 日（金） 9:30 ~12:00 

場所：大田市役所 出席委員： 7名

②第14回委員会 日時：平成24年11月 30日（金） 13:00~15:30 

場所：石見銀山世界遺産センタ ー 出席委員： 5 名

③第15回委員会 日時：平成25年 2月18日（月） 13:15~ 1 5:30

場所：大田市役所 出席委員： 7名

石見銀山遺跡整備検討委員会 委員名簿

氏 名 住 所 区 分 備 考
1 田 中 哲 雄 京都府 学識経験者 委員長
2 大 橋 泰 夫 松江市 学識経験者 副委員長
3 村 上 隆 奈良市 学識経験者
4 村 田 信 夫 滋賀県 学識経験者
5 横 田 修一郎 松江市 学識経験者
6 小 林 准 士 松江市 学識経験者
7 井 上 雅仁 大田町 学識経験者
8 勝 部 昌 正 長久町 地元代表者
， 河 原 美紀子 温泉津町 地元代表者

10 中 村 仁 美 大森町 地冗代表者
※任期：平成22年10月1日から平成24年9月 3 0日、 平成24年10月1日から平成26年9月3 0日
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2)川上家土蔵KoE22（建築物No.244)／修理／木造二階建、 切妻造桟瓦葺、 妻入（修理後平入）、桁行二

間半梁間二問

川上家土蔵は、 駒ノ足の表通りに面する主屋の裏手、 畑を介した銀山川との間に建っています。

木造二階建、 切妻造、 桟瓦葺、妻入の土蔵で、 規模は桁行二間半梁間二間です。外壁を中塗仕上げ

とし、軒裏は折上のアールとせずに垂木と並行に塗込める形式とし、 妻面には梁型を現しています。

修理は現状修理を方針としますが、 痕跡によれば、 主屋側（平側）にある窓部分は出入口で、 妻

側の出入口は壁であったことが確認されたため復原を行いました。 また、 北側妻面の腰部分のみ痕

跡にもとづいて竪板張りとします。建物全体に経年による著しい傷みがあり、特に外壁の剥がれや

屋根ケラバの欠損にみられる屋根の老朽化が顕著で、形式及び構造を保持することが困難になって

いたため、 国庫補助事業として保存修理工事を実施しました。 連担した町家の景観が良く残る駒ノ

足にあって、銀山川から眺める土蔵の景観が歴史的風致の向上に大いに寄与しています。

▲修理前 ▲修理後

3)川上家付属屋KoE22（建築物Nn248)／修理／木造平屋建、 切妻造、桟瓦葺、 渡り廊下：桁行三間

梁問半間、風呂・便所：桁行四間梁間ー間、 納屋：桁行三間梁間一．七五問

川上家付属屋は、 駒ノ足の表通りに面する主屋裏側の庭を取り囲む形でコの字型を構成していま

す。木造平屋建、切妻造桟瓦葺で、渡り廊7、 と風呂・便所、 納屋からなる。 聞き取りによれば、 以

前、主屋北側の隣家境には大八車が通るほどの通路があったといわれています。 痕跡によれば、 こ

の通路は主屋一階の北側半間部分（押入れと階段部分）に相当すると考えられ、 後にこの通路を主

屋内部に取り込んだ昭和16年頃に渡り廊下と風呂・便所部分からなる付属屋を新たに追加したもの

と考えられます。納戸の屋根にのみ燻瓦が使用されており、 複雑な屋根の取合いにより、 主屋の裏

手下屋との間に雨漏りを生じて大きく腐朽しており、 現状修理を方針として国庫補助事業を実施し

ました。

中庭に面し、 土間から続く納戸には新たに炊事場が設けられ、主屋と土蔵とあわせて今後の活用

が期待される町家です。

巧で‘―’’’’―� " --
▲修理前 ....修理後
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4)町並み交流センタ ー 正門SiWl（非特定建築物） ／修景／木造、 門扉部分4.40m、木柵部分24.80m

町並み交流センタ ーは、 大森町新町にあり、 市道大森市街線の西側、敷地北側に銀山川が流れて

います。 町並み交流センタ ーは、 明治23年に旧大森区裁判所として開所した建物を活用した施設

で、 大森地区の中心に位置し、 大森町の来歴やその景観に欠くことのできないシンボル的存在です。

正門は、 平成 2年から実施された交流センタ ーの保存修理工事に合わせ、 古写真をもとに新築修景

（復元整備）されたものです。 平成24年4月の大風により木椙が倒壊するなどの被害を受けたことか

ら、 木楕部分の復旧とあわせて、銀山川へ向かって不陸となった池盤の改良と石段の補強、 腐朽し

た門扉の修繕、 補強工事を国庫補助事業として実施しました。

rいイ

▲修理前 ▲修理後

5)清水寺山門GiE50（寺社建築物No.19／市指定有形文化財） ／修理／木造、一間一戸薬医門、 切妻

造、桟瓦葺、桁行2.72m（控柱芯々）梁間1.17m（親柱控柱間芯々）

清水寺は大森町銀山助区、 市道大森市街線から東側に入った銀山川に面して位置します。 山門は

昭和47年に市の有形文化財に指定されています。

清水寺山門は、 元神宮寺の山門であり、 昭和6年3月の合併により現在地に移築されたもので

す。 山門は、 一間 一戸の薬医門で、 両脇に不動明王立像と毘沙門天立像を安置した覆屋を附属しま

す。屋根瓦は、20年程箭に葺替えを行なった桟瓦であるものの、 鬼瓦は古く、 当初の形式を留めて

いる可能性がありますが、左右の絵柄は異なっています。 平成24年4月初旬の大風によって山門屋

根の鬼瓦が破損したこと、 また棟瓦の棟積や面戸部分に腐朽がみられることから、 鬼瓦の保全（取

り外しと保管）と棟積みの修繕（新調）を方針として修理を実施しました。

工事範囲は、 棟瓦を中心とする長さ4.2m、 幅約0.5mの範囲で、 山門の良好な維持を目的に実施

した市単独事業です。

▲修理後
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■温泉津地区

a · 、.. : l �●^ \ 
“�.""= ‘�

1)朝井家主屋／修理／中町(NS-11)木造二階建桟瓦葺（延
床面積80.23nl)

朝井家は中町にあり、市道湯乃街線に北面して建つ町屋
です。 主屋は、木造二階建、桁行2間梁間4間、 切妻造、
背面下屋付、片流れ、 桟瓦葺です。 建築時期は、 棟札によ
ると明治30年です。 当家は伝統的な町屋ですが、 昭和50年
頃に現所有者の姉が美容院を開業した際、 1階の間取りや
ファサ ー ドを変更する改造を行っています。現在は、貸店
舗として「前田鍼灸院」が営業しています。破損状況とし
ては、屋根の老朽化、外壁の損傷、 構造の歪みが見られる
他、 美容院への改装により伝統的な外観が部分的に失われ
ていました。

今回、伝統的な外観を取戻し、今後も良好に保存してい
くため、屋根の葺替え、不陸の調整、外壁の補修、 建具の
整備等の修理を行いました。 なお、 ファサードについては
昭和初期の古写真が残っていたため、 その当時の姿に復原
しました。

▲ィ畜理後
2)のがわや旅館離れ／修理／中町(NS-09)木造二階建桟瓦葺（延床面積97.92m)

のがわや旅館は中町に位置し、 市道湯乃街線に北面して建っています。 創業は大正元年とされ、
明治44年創建（棟札）の木造2階建ての旧館を中心に、 東隣には木造2階建て、 西隣にはRC造2
階建ての増築部で構成されます。 離れは旧館の最奥部に位置し、木造2階建て、 規模・構造は、桁
行き3間、梁間3.5間、 入斑屋造、桟瓦葺きです。建築年代は旧館の建築年代である明治44年と推
定されます。 こ れまでも宿泊施設として数度の改修を重ね、 現在も現役の客室として利用されてい
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3. その他の事業

■石見銀山遺跡調査活用委員会
第9回石見銀山遣跡調査活用委員会は、 平成24年5月31日、 大田市大森町の石見銀山世界遣産セ

ンタ ー で開催しました。 出席委員は、 井上・大橋．勝部・小林·高安• 田辺 ・ 仲野·林 ・ 和上委員

の9名でした。 文化庁からは西和彦記念物課抵界遺産室調査官に出席いただきました。

議事は大きく報告と全体的意見交換の2つで構成されました。 報告では①調査研究（平成23年度

の経過と今年度の計画について）、②整備活用（総合整備事業について、 世界遺産登録5周年記念

事業及び観光事業について）、 ③ (仮称）世界文化遣産保全管理法について、 ④部会の継続と幹事

会の設置について、 と4つの報告が行われました。 また、 意見交換では①石見銀山の調査研究の充

実について、②今後の石見銀山整備の在り方や方向について、 と2つの具体的テ ー マが挙げられて

議論が行われました。 なお前日30日には前年度に行った石銀地区整備事業の状況および靭ヶ浦地区

におけるサテライト施設の整備事業の実施状況について現地視察を行いました。

第10回石見銀山遺跡調査活用委員会は、 平成24年11月1日、 大田市大森町の大森町並み交流セン

ター（旧大森区裁判所）で開催しました。 出席委員は10名で、 大橋．勝部 ・ 小林 ・ 高安•田辺·中

塩 ・ 仲野・中村 ・ 原田 ・ 和上の各氏でした。

議事は報告と意見交換の2つの内容から構成されました。報告では［登録5周年を振り返っての

各部門の現状と課題」のテーマのもと、 調査・整備・活用の3つの部門における現状と課題につい

て、各部会を中心に検討してまとめた内容を事務局職員が報告し、 それにそって委員から意見をい

ただきました。 また、 意見交換では「見学者目線での魅力的な整備を考える」をテ ー マに、 来訪者

にとって魅力ある整備活用とは何か、 そのための整備の視点や方法は何かを、銀山の楕内地区につ

いて考えたいとして、意見交換を行いました。 この他では（仮称）世界文化遺産保全管理法につい

て、 島根県の取り組み状況を報告しました。

前日の10月31日には、 大森町の石見銀山世界遺産センタ ー で開催中の企画展「台湾金瓜石 ・ 瑞芳

鉱山と黄金博物館」を見学、 その後、 昆布山谷地区で行われていた発掘調査の実施状況を視察しま

した。他に「台湾展」に因み近代化遺産のある清水谷地区を視察予定でいましたが、 降雨のためや

むなく中止しました。

石見銀山遺跡調査活用委員会 委員名簿

氏 名 職 名 専門分野 備 考

井 上 雅 仁 島根県立三瓶自然館学芸課課長代理 自然環境

大 橋 泰 夫 島根大学法文学部教授 考古学

勝 部 昭 元島根県教育委員会教育次長 文化財行政 委員長職務代理者

黒 田 乃 生 筑波大学大学院人間総合科学研究科准教授 文化的景観

小 林 准 士 島根大学法文学部准教授 近世思想史

高 安 克 己 島根大学名誉教授 地質学 委員長

田 辺 征 夫 元奈良文化財研究所所長 考古学

中 塩 弘 DOWAホ ー ルデイングス株式会社 取締役 鉱業

仲 野 義 文 石見銀山資料館館長 近世史

中 村 俊 郎 中村ブレイス株式会社代表取締役社長 地元有識者

西 村 幸 夫 東京大学副学長 都市計画
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■石見銀山景観保全審議会

平成24年度は、 開催されませんでした。

石見銀山景観保全審議会 委員名簿

氏名 職業・所属団体（役職）

泉 充規 仁摩ブロック公民館長

今田 善行 温泉津ブロック公民館長

広瀬 均羊 松江工業高等専門学校准教授

黒田 乃生 筑波大学大学院准教授

無川ビトミ 仁万・天河内文化協会副会長

松本 時夫 大森まちづくりセンタ ー 長

林 秀司 島根県立大学教授

福田 満幸 島根県広告美術協同組合理事

籐岡 大拙 島根県立大学短期大学部名誉教授

高橋 光夫 島根県県央県土整備事務所大田事業所所長

若槻 真治 島根県教育庁文化財課世界遣産室長

渡邊 元文 渡邊建築工房代表

任期：平成23年10月1日から平成25年9月30日

■石見銀山協働会議

区分 備考

地元有識者

地元有識者

学識経験者

学識経験者

地元有識者

地元有識者

学識経験者

地元有識者

学識経験者

関係行政機関

関係行政機関

地元有識者

石見銀山協働会議は、 石見銀山遺跡を官民協働で保全活用していくための方策を検討するため、

平成17年6月に公募による約200名の市民プランナ ー と大田市及び島板県の関係課職員により構成

された組織です。

平成18年3月には、「保全、 発信、 受入、 活用」の各分野について、 石見銀山の今後の取り組み

の方向性を示した石見銀山行動計画を策定し、 官民それぞれが役割分担し、計画に基づいた活動を

展開しています。

平成22年8月には、 石見銀山行動計画を行政と協働により検証し、 また、 石見銀山基金を活用し

た保全活用事業を推進していく組織への成長を目指し、 趣旨に賛阿いただいた個人や団体で構成す

る「特定非営利活動法人石見銀山協働会議（以下(NPO法人石見銀山協働会議）」として活動を展

開することとしました。

〇平成24年度石見銀山協働フォ ー ラム～石見銀山基金を使ってみよう～

日 時：平成25年3月9日（土）13:00~16:20

会 場：島根県立男女共同参画センタ ー あすてらす 3階研修室1 • 2 

参加者数：30名
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■石見銀山基金と石見銀山基金募金委員会

石見銀山基金募金委員会は、石見銀山行動計画において「保存管理基金」の設立方針が示された

ことにより平成20年2月に設立され、 石見銀山遣跡の保全活用活動への財源となる「石見銀山基

金」の寄附金の受付を開始しました。

平成25年3月31日現在で、 寄附金の総額は2億3千4百万円余りに達し、行政からの拠出金を合

わせた基金の総額は、 3億8千4百万円となりました。

0石見銀山基金積立額(H25.3.31現在） （単位：円）

区分 Hl9 H20 H21 H22 H23 H24 合計

民間（募金） 3,002,750 37,823,229 32,865,720 90,516,116 54,361,810 15,823,742 234,393,367 

件数 12 466 138 92 70 81 859 

行政 5,997,250 26,677,771 35,344,000 34,415,884 21,876,000 25,689,095 150,000,000 

大田市 5,997,250 25,176,771 16,433,000 17,983,884 3,893,000 5,516,095 75,000,000 

島根県 ＼ 1,501,000 18,911,000 16,432,000 17,983,000 20,173,000 75,000,000 

（根拠） \ （民間の1/2) （民間の1/2) （民間の1/2) （市拠出額） （総額の調整） へ
合計 9,000,000 64,501,000 68,209,720 124,932,000 76,237,810 41,512,837 384,393,367 
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■石見銀山基金を活用した市民活動など

石見銀山基金事業の実施にあたっては、 NPO法人石見銀山協働会議が設置する「石見銀山基金事

業選定委員会」の公開審査会によって審査され、 補助金額が決定されます。

平成24年度は、 2回の公開審査会が開催され、 15件（小中学校の石見銀山学習については実施校

20件をまとめて1件）の事業が採択され活動が展開されました。

なお、詳細はNPO法人石見銀山協働会議ホ ー ムペ ー ジ（http://ginzan-npo.jp/)でご覧いただけ

ます。

0平成24年度に実施された石見銀山基金事業 （単位：円）

区分 実施団体 事業概要 事業費 補助金額

馬路地区社会福祉協 鞄ケ浦、 石見銀山街道輌ケ浦道を対象と 98,620 98,000 
議会 した草刈りやゴミ拾い

石見銀山を 大森町自治会協議会
遊歩道や史跡、 大森町内の草刈りやゴミ 101,286 100,000 
拾い。また、大森町内の桜の木の剪定作業

守る活動

NPO法人まち・ゆめ 櫛山城跡や沖泊港付近の漂流物処理や草
刈り。 また、 石見銀山街道温泉津地区の 104,400 100,000 

応援団 保全整備

石見銀山を NPO法人緑と水の
森林（竹林）整備を軸としたグリ ー ンボラ
ンティアツア ー の企画・運営。ツア ー 参加 967,680 609,000 

活かす活動 連絡会議 者を対象とした石見銀山遣跡ガイダンス

石見銀山の非文字史 石州銀の類例調査。 石見銀山の調査研究 211,569 136,000 
石見銀山を 料を知る会 を多角的に進めるための資料作成
究める活動 石見銀山の景観を考 石見銀山遺跡の古木調査、 デー タベ ース 942,060 583,000 

える会 の作成、 シンポジウムの開催

石見銀山地質研究会 仙ノ山が属する大江高山火山群の他質に 346,463 230,000 
関する学習会の開催

石見銀山の歴史、 生活、 文化や遣跡調査
NPO法人しまね歴史 等に関する講座とフィ ー ルドワ ー ク等を
文化ネットワ ー クも 組み合わせた3泊4日の講座の開催。 ま 1,691,354 500,000 
くもく た、 Uタ ー ン希望者の発掲や外国人対応

観光システムのモニタリング

世羅町（広島県）宇津戸をスタ ー トし、

石見銀山ガイドの会
バス ・ 徒歩 ・ 船で移動し、 大阪の銀座が 652,865 435,000 あった長堀橋付近をゴールとするウォ ー

石見銀山を キングイベントの開催
伝える活動

石見銀山とポルトガ 石見銀山とポルトガルの関わりをテ ー マ
ルを結ぶ会 とした3部構成のシンポジウムの開催 672,515 448,000 

石見銀山の魅力を伝 世界遺産「石見銀山遣跡とその文化的景
麒」を写真パネルや世界遣産登録認定証 736,260 490,000 え活かす会
レプリカの展示などにより多面的に紹介

石 見 銀 山 とり ・ む 野鳥 ・ 山野草·蝶の敵的な観察会。 ま
138,000 69,000 し・はなの会 た、 温泉津町でのウミネコの観察会

大田市内の小中学校の石見銀山退跡の関
大田市内小中学校等 連学習 1,374,671 1,374,671 

（遺跡見学・体験学習・学習発表など）

合計 8,037,743 5,172,671 
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頂． 職員及び運営スタッフ（平成24年度）

■石見銀山世界遺産センタ ー

［大田市】
林 泰州（石見銀山課長）

長嶺 康典（石見銀山課文化財係長）

西尾 克己（嘱託職員）

［島根県】

鳥谷 芳雄（世界遺産室主席研究員）

目次 謙ー（世界遺産室主任研究員）

【指定管理者】

石見交通株式会社

商木敏治（マネ ー ジャ ー ）

竹中 咲実（臨時職員·事務）

中田 健一（石見銀山課長補佐兼調査整備係長）

青木 俊介（主事） 野島 智実（技師）

岩橋 孝典（世界遺産室専門研究員）

小杉紗友美（抵界遺産室嘱託）

山藤かおり（サブ・ マネ ー ジャ ー ）

湯川 登（臨時職員·大久保間歩管理員）

向田 直美（臨時職員·案内窓口担当）

鶴本 久子（パ ー ト ・ 案内窓口担当）

和田 薫（パ ー ト・案内窓口担当）

景山 浩子（同•H25年3月まで）

石橋富士子（同） 山本みづき（同• 4月より）

小原 智美（同） 曽我 冴美（同）

大谷美保子（同） 田平 好香（同• 4月より）

白枝 智子（同．8月まで）

狩野 裕子（同• 9月まで）

■大田市教育委員会 教育部 石見銀山課

大廠 晴雄（教育長） 松村 浩（教育部長） 林 泰州（石見銀山課長）

中田 健一（石見銀山課長補佐兼調査整備係長） 長嶺 康典（文化財係長）

揖 隆宏（世界遺産係長） 大門 克典（建造物係長） 渕橋 洋祐（副主任）

松浦 満（副主任．7月まで） 松下 望美（同• 8月より）

青木 俊介（主事） 野島 智実（技師） 小野 将史（技師）

新川 隆（嘱託職員） 尾村 勝（同） 松尾 賢二（同）

勝部 衛（嘱託職員） 西尾 克己（同） 嶋村 徹（同）

高村 玲子（遣物整理員） 井上 伸子（同） 浅野 美貴（同） 宮崎 綾（同）

■島根県 教育庁 文化財課 世界遺産室

若槻 真治（室長） 角 俊一 （主任） 間野 大丞（企画員） 榊原 幸春（同）

鳥谷 芳雄（主席研究員） 岩橋 孝典（専門研究員）

目次 謙一（主任研究員） 小杉紗友美（嘱託）

■石見交通株式会社

岸田 尊司（常務取締役）

澄川 和宏（経理係長）

■株式会社石見観光

和田 三雄（大田営業所所長）

椋木 勝美（常務取締役） 三浦タッエ（労務課長）

佐々木 篤（大田営業所所長）
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v.m. 利用案内

■開 館 時 間：8:30~17:30

■展示室観覧時間：9:00~17:00（最終受付16:30)

※3月～11月は30分廷長

■休 館 日：毎月最終火曜日・年末年始

■観 覧 料： 一般300円 小中学生150円（団体20名以上50円引き）

■交通案内

0関東•関西方面から

中国自動車道（落合JCT分岐） ～米子自動車道～山陰自動車道（出雲IC)～国道9号線～

県道31号線～石見銀山

※出雲ICから約50km、 車で約70分

0松江・出雲方面から

山陰自動車道（出雲IC)～国道9号線～国道375号線～県道46号線～県道31号線～石見銀山

※出雲ICから約50km、 車で約 70分

0広島・九州方面から

中国自動車道（千代田JCT)～浜田自動車道（大朝IC)～国道261号線～県道40号線～

県道31号線～石見銀山

※大朝ICから約50km、 車で約70分

〇益田方面から

国道9号線～県道31号線～石見銀山

※萩 ・ 石見空港から約105km、 車で約140分

※車での所要時間は、 道路の混み具合などにより変動があります。

0関連交通の時刻表

鉄道 … 時刻参照：JRおでかけネット http:/ /www.jr-odekake.net/ 

バス … 時刻参照：石見交通株式会社HP http:/ /iwamigroup.jp/ 

大 田市駅発 ＜大森・大家線＞ ＜川本線＞

仁万駅前発 ＜仁万線＞

広島新幹線口発 ＜大田 ・ 広島線＞【石見銀山号l

■問い合わせ

石見銀山世界選産センタ ー 〒694-0305島根県大田市大森町イ1597番地3

電話：0854-89-0183 Fax : 0854 -89-0089 

H P : http://ginzan.city.ohda.lg.jp/ 
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lX ． 各種資料

1. 石見銀山遺跡に関する活動等日誌（平成24年4月1日 ～平成25年3月31日）

02012（平成24)年

□4月

4/ 1～ 平成24年度大久保間歩一般公開ツア ー (~11/30)

4/12 第1回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）
4 /19 第1回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー ）

4/21 サテライト施設「納館」オ ー プン（温泉津輌ケ浦）

4/22 第1回「芋塾］ （於：世界遺産センタ ー ）

4/28 石見銀山・たけのこ採り大作戦（於：清水寺休憩所裏山）

□5月
5/ 3~5/5 仁摩～大森間無料シャトルバス運行
5 /10 第2回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）
5/17 第2回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー）
5 /19 石見銀山研究準備会（於：但界遺産センタ ー ）
5 /20 テ ー マ研共同検討会（於：世界遺産センタ ー）

5/30 石見銀山遺跡調査活用委員会（於：世界遺産センタ ー ）

5 /31 石見銀山遺跡調査活用委員会及び整備検討委員会（於：世界遺産センタ ー ）

□6月

6/ 3 石見銀山・たけのこ採り大作戦（於：仙の山地内 石銀地区）
6/7 調査研究部会（於：世界遺産センタ ー ）

6/9 「ごうぎん希望の森·石見銀山」（しまね企業参加の森づくり事業）雨天の為中止

6 /10 第2回「芋塾」（於：世界遺産センタ ー ）

6 /13 石造物調査指導会（於：世界遺産センタ ー ）

6 /14 第3回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）

6 /21 第3回古文書講座 ・ 上級 （於：世界遺産センタ ー ）
6/24 古代出雲歴史博物館イベントに参加
6 /30 世界遺産登録5周年記念イベント

□7月

7 /1~7/ 2 世界遺産登録5周年記念イベント

7/ 2~9 /25 『ぎ・ん ・ぶ ・ ら』古代出雲歴史博物館・三瓶自然飽サヒメル ・ 3館連携イベント

7/5 大田市に大雨洪水警報発令(7時54分）

7/5 島根県社会科教員研修（於：世界遺産センタ ー）

7/6 「私のまちも見どころ 一杯！」市町村PR隊イベントに参加

（於：広島マツダスタジアム）
7/6 大田市に大雨洪水警報発令(21時40分） ・停電事故発生
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□11月

11/ 3~11/ 4 兵庫県考古博物館古代体験秋まつりイベントに参加

11/ 8 第8回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー）

11/11 消防・放水訓練（於：水辺公園）大森分団15名 ・ 水上分団13名

11/15 第8回古文書講座・上級 （於：世界遣産センタ ー ）

11/18 ［早起きは三文のトク」早朝ウォ ー キング（於：世界遺産センタ ー ）

11/26 「台湾金瓜石・瑞芳鉱山と黄金博物館展」終了

11/30 整備検討委員会（於：世界遺産センタ ー ）

11/30 大久保間歩一般公開限定ツア ー 1便 ・ 2便市民一般公開

□12月

12/ 1 大久保間歩一般公開限定ツア ー催行休止～ 2月末まで

12/ 1 「おおだみちくさ日和・竹でつくるインテリアランプ」（於：世界遺産センタ ー）

12/13 第9回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）
12/20 第9回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー ）

12/15 石見銀山研究会（於：担界遺産センタ ー ）

02013（平成25年）

□1月

1 /10 第10回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）

1 /17 第10回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー ）

1 /19~1 /20 「島根ふるさとフェア2013」に参加（於：広島県立総合体育館）

□2月

2 /14 第11回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）

2 /21 第11回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー ）
2 /26 人権研修・消防訓練（於：世界遺産センタ ー ）

□3月

3/8 第3回銀山客員研究員等合同会議（於：世界遺産センタ ー ）

3/9 寸劇「鉱山町のくらし」第一回公演（於：世界遺産センタ ー ）

3 /10 「庵寺古墳」発掘調査報告会＆展示開始（於：世界遺産センタ ー ）

3 /14 第12回古文書講座•初級・中級（於：世界遺産センタ ー ）

3 /21 第12回古文書講座・上級 （於：世界遺産センタ ー）
3 /17 大森町梅まつり

3 /24 「簡単！練るだけ香玉づくり体験」（於：世界遺産センタ ー）

3 /26 接遇研修（於：石見空港エアサ ー ビス）
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2. 刊行物等

平成24年度刊行物等一覧

NQ 種類 機関 書名・タイトル

1 パンフレット 島根県
『石見銀山遺跡世界遺産登録5周年記念 台湾金瓜石 ・ 瑞芳鉱山と黄金
博物館展』石見銀山と台湾の鉱山の知られざる接点

2 報告書 大田市 『石見銀山遺跡発掘調査報告書Ill』

3 報告書 島根県 『石見銀山歴史文献調査報告書W 万留·江戸江持参之書物留j

4 報告書
島根県

『世界遣産 石見銀山遺跡の調査研究3』
大田市

5 報告書
島根県

『石見銀山遺跡石造物調査報告書13 大谷地区本経寺墓地の調査』
大田市

『史跡石見銀山遺跡総合整備報告書 （別冊 史跡石見銀山遣跡総合整備
報告書 大田市 事業に伴う発掘調査報告書編／史跡石見銀山遺跡地内建造物（10社寺）

調査報告書編）』

7 報告書 大田市
『「石見銀山遺跡とその文化的景観J世界遣産登録5周年記念式典·
フォ ー ラム報告害』

8 書籍 大田市 『熊谷家で学ぶ むかしのくらし 一体験学習の手引き ー J

， 書籍 大田市
『大 田 市大森銀山伝統的建造 物群保存地区町並み保存のKARTE
ー保存修理の記録ー （1999~2010)』

10 書籍 大田市 『石見銀山学形成のための有識者会議議事録集（平成22·23年度）』
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3. 関連5去規

■大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例

平成19年9月25日
条例第27号

改正平成20年10月6日条例第29号
平成22年6月22日条例第20号

（設置）
第1条 抵界遺産として登録された石見銀山の文化的価値に対する理解を深め、もって市民の文化の振
興と向上並びに学術研究の発展及び遣跡の保全活用に寄与するため、大田市石見銀山拠点施設（以下
「拠点施設」という。）を設置する。

（名称及び位置）
第 2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

旦ー山世界遺産セ／タ ー ］冒市大森町イ1597番地3

（構成）
第3 条拠点施設は、次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1)ガイダンス棟
(2)展示棟
(3)収蔵体験棟
(4)駐車場
（指定管理者による管理）

第 4 条 拠点施設の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する指定管
理者にこれを行わせることができる。
（指定管理者の行う業務）

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)拠点施設の維持管理に関する業務
(2)拠点施設の利用の許可に関する業務
(3)利用料金及び観覧料の徴収に関する業務
(4)前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会（以下「教育委員会］という。）が必要と認める業
務
（開館時間）

第6条 拠点施設の開館時間は、午煎8時30分から午後5時30分までとする。ただし、指定管理者は、
必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
（休館日）

第7条 拠点施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、
教育委員会の承認を得て、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(1)毎月最終の火曜日（その日が国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に規定する休日に
当たるときは、その翌日）
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
（入館の制限）

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、拠点施設への入館を拒否し、又
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は拠点施設からの退去を命ずることができる。

(1)拠点施設の施設、 設備、 展示品及び資料等をき損し、 汚損し、 又は滅失するおそれのある者

(2)他人に危害を加え、 又は迷惑になる行為をしようとする者

(3)前2号に掲げる者のほか、 拠点施設の管理上支障があると認められる者

（遵守事項）

第9条 拠点施設に入館しようとする者（以下「入館者」という。）は、 次に掲げる事項を守らなけれ

ばならない。

(1)拠点施設の施設、 設備、展示品及び資料等をき損し、 汚損し、 又は滅失する行為をしないこと。

(2)指定された場所以外で喫煙及び飲食をしないこと。

( 3)他の入館者に危害を加え、 又は迷惑を及ぽす行為をしないこと。

(4)その他拠点施設の管理上必要な指示に違反しないこと。

（利用の許可）

第10条 拠点施設の施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用しようとする者は、 指定管理者の

許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、 施設等の管理上必要があると認めるときは、 前項の許可に条件を付することができ

る。

（権利の譲渡等の禁止）

第11条 前条第1項の許可を受けた者〈以下「利用者」という。）は、 施設等の利用の権利を譲渡し、

又は転貸することはできない。

（許可の取消し等）

第12条 指定管理者は、 利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、 又は拠点施設の管理上特に必要

があると認めるときは、 その許可を取り消し、 又は第10条第2項の規定により付した条件を変更するこ

とができる。

(1)偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(2)第10 条第2 項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(3)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の措置を受けたことによって利用者が損害を受けた場合においても、 市及び指定管理者は補償

の責任を負わない。

（利用料金）

第13条 利用者は、 指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、 別表第1及び別表第2に定める額を上限として、 指定管理者が市長の承認を得て定め

る額とする。

3 市長は、 指定管理者に、 利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

（観覧料）

第14条 拠点施設の展示室を観覧しようとする者（未就学児を除く。）は、 指定管理者に観覧料を納付

しなければならない。

2 観覧料は、 別表第3に定める額を上限として、 指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。

3 市長は、 指定管理者に、 観覧料を当該指定管理者の収入として収受させる。

（利用料金等の減免）

第15条 指定管理者は、 公益上その他特に必要があると認めるときは、 市長の承認を得て、 利用料金又

は観覧料（以下「利用料金等」という。）を減額し、 又は免除することができる。

（利用料金等の不還付）

第16条 既に納められた利用料金等は、 還付しない。 ただし、 指定管理者は、特別の事由があると認め
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るときは、市長の承認を得て、これを還付することができる。
（原状回復）
第17条使用者は、施設等の使用 が終わったときは、直ちに当該施設等を原状に復さなければならない。
（損害賠償）
第18条拠点施設の施設等及びその他の物件を故意又は過失によりき損し、汚損し、又は滅失した者
は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

（委任）
第19 条この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則（平成20年条例第29号）
この条例は、平成20年10月20日から施行する。
附則（平成22年条例第20号）
この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表第1 （第13条関係）
施設利用料金

区分
オリエンテ ー ション室
多目的室
体験学習室

備考

利用料金(1時間につき）
800円
200円
200円

1 利用時間が1時間未満であるときは、1時間とし、利用時間が1時間を超える場合において1時間
未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。
2 冷暖房設備を利用した場合は、表に掲げる金額の5割相当額を加算した額を利用料金とする。
3 利用料金の額には、消費税相当額を含む。

別表第2 （第13条関係）
設備利用料金

口
備考

臼時

間1時間当tり

l 午前（午前9時から正午まで）、午後（午後1時から午後5時まで）の利用区分をもってそれぞれ
1回とする。
2 利用料金の額には、消費税相当額を含む。
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別表第3（第14条関係）

観覧料

区分 単位
個人 大人

小中学生

団体 大人

小中学生

金額

1人につき

1人につき

1人につき

1人につき

備考観覧料の額には、 消費税相当額を含む。

備考

300円 高校生以上

150円

250円 団体は、20人以上の場合とする。

100円

■大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例施行規則

（趣旨）

平成20年10月7日

教育委員会規則第10号

改正 平成22年11月29日教委規則第12号

第1条 この規則は、 大田市石見銀山拠点施設の設置及び管理に関する条例（平成19年大田市条例第27

号。 以下「条例」という。）の施行に関し、 必要な事項を定めるものとする。

（利用の許可）

第2条 条例第10条の規定により利用の許可を受けようとする者は、 あらかじめ利用許可申請書（様式

第1号）を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、 前項の申請を許可したときは、 利用許可書（様式第2号）を交付するものとする。

（利用後の清掃）

第3条 条例第1 0条第1項の許可を受けた者は、 施設等の利用を終えたときは清掃及び後片付けをした

後、 指定管理者の検査を受けなければならない。

（利用料金の減額又は免除）

第4条 次の各号に掲げるものは、 条例第15条の規定により指定管理者が利用料金から当該各号に定め

る額を減額し、 又は免除（以下「減免」という。）することができる。

( 1)大田市石見銀山拠点施設（以下「拠点施設」という。）の利用を促進すると認められるもの 指定

管理者が大田市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）の承認を得て別に定める額

(2)小学校、 中学校、 高等学校又はこれらに準ずる学校が編成した教育課程に基づく活動と認められ

るもの 利用料金の額の全額

(3)前各号に掲げるもののほか、 指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育長

の承認を得て別に定める額

（観覧料の減免）

第5条 次の各号に掲げるものは、 条例第15条の規定により指定管理者が観覧料から当該各号に定める

額を減免することができる。

(1)小学校の児童、 中学校及び高等学校の生徒又はこれらに準ずる者で、 学校が編成した教育課程に

基づく活動により教識員に引率されて観覧するもの 観覧料の額の全額

(2)前号に掲げるものを引率する教職員 観覧料の額の全額

(3)身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第4項の身体障害者手帳、 療育手帳（知的障害

者の福祉の充実を図るため、 児童相談所又は知的障害者厚生相談所において知的障害者と判定された者

に対して交付される手帳で、 その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。）又は精神保

-61-



健及び精神障害者福杜に関する法律（昭和25 年法律第123号） 第4 5条第 2項の精神障害者保健福祉手帳

の交付を受けている者 観覧料の額の全額

(4 )前号に掲げる者の介護者（原則として介護を受ける者と同 じ人数までに限る。） 観覧料の額の全

額

(5)前各号に掲げるもののほか、 指定管理者が特別の理由があると認めるもの 指定管理者が教育長

の承認を得て別に定める額

（利用料金等の減免申請）

第 6条 前2条の規定により使用料及び観覧料の減免を受けようとする者は、 あらかじめ利用料金減免

申請書（様式第3 号）又は観覧料減免申請書（様式第4号）を指定管理者に提出し、 指定管理者の承認

を受けなければならない。 ただし、前条第 3 号及び第4 号に掲げる者並びに同条第5 号に掲げる者で指

定管理者が教育長の承認を得て別に定めるものについ ては、 この限りでない。

（その他）

第7条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、 平成20年10月20日から施行する。

附 則（平成22年教委規則第 12号）

この規則は、 平成23年4月1日から施行する。

■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例

平成17年10月1日

条例第172号

改正 平成18年2月21日条例第1号

平成22年6月22日条例第20号

（設置）

第 1条 多様な樹木や森林などの自然観察や自然とのふれあいを通して、 市民のふるさと意識の醸成を

図るとともに、 市外からの来訪者に憩いの場を提供するために、 石見銀山街道市民ふれ あいの森公園

（以下「公園」という。）を設置する。

（名称及び位置）

第 2条 公園の名称及び位置は、 次のとおりとする。

名称 I 位置
石昆銀山街道市民ふれあいの森公園 I 大田市大森町イ1597番地3

（指定管理者による管理）

第3条 公園の管理は、 地方自治法（昭和22年法律第67号）第24 4条の2 第3項に規定する指定管理者

にこれを行わせることができる。

（指定管理者の行う業務）

第 4 条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1)公園の維持管理に関する業務

(2)公園における行為の許可に関する業務

(3)前 2 号に掲げるもののほか、 市長が必要と認める業務

（行為の禁止）

第5 条 公園においては、 次に掲げる行為をしてはならない。 ただし、 市長が正当な理由があると詔め
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■大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年10月1日
規則第135号

改正平成22年11月5日規則第35号
（趣旨）
第1条 この規則 は、大田市石見銀山街道市民ふれあいの森公園の設置及び管理に関する条例（平成17
年大田市条例第172号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
（行為の許可の申請）

第2条 条例第 6条第1項の許可を受けようとする 者は、行為許可申請書（様式第1号）を指定管理者
に提出しなければならない。
（行為の許可）
第3条 指定管理者は、前条の許可をしたときは、行為許可書（様式第2号）を交付するものとする。
（その他）

第 4 条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則（平成22年規則第35号）
この規則は、平成 23年4月1日から施行する。

■大田市石見銀山大久保間歩の設置及び管理に関する条例

平成20年3月24日
条例第2号

（設置）
第1条 石見銀山における銀鉱山跡に対する理解を深め、大田市 の文化の向上に資するため、大田市石
見銀山大久保間歩（以下「大久保間歩」という。）を設置する。
（名称及び位置）

第2条 大久保間歩の名称及び位置は、次のとおりとする。

｀艮山大久保間歩 ＿�冒市大森町イ1628番地

（指定管理者による管理）
第 3条 大久保間歩の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の2第3項に規定する指定

管理者にこれを行わせることができる。
（指定管理者の行う業務）

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1)大久保間歩の維持管理に関する業務
(2)大久保間歩の入場の許可に関する業務
( 3)入場料の徴収に関する業務
(4)前各号に掲げるもののほか、大田市教育委員会（以下「教育委員会」という。）が必要と認める業務
（開場時間）

第5条 大久保間歩の開場時間は、午前9時から午後5時までの間とする。ただし、指定管理者は、必
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（安全対策及び事故発生時の措置）

第 6 条 指定管理者は、 大久保間歩における事故を未然に防止し、 安全を確保するため次の各号に定め

る措置を講じなければならない。

(1)大久保間歩の定期点検パトロ ー ル

(2)避難誘導訓練の実施

(3)緊急誘噂体制の確立

(4)その他安全を確保するため必要な措置

2 万ー事故が発生した場合には、 人命尊重を第ー として次の各号の定めるところにより、 迅速かつ的

確に措置を講じなければならない。

(1)人身事故に対する救護及び応急手当の実施

(2)入場者の避難誘導

(3)二次災害及び被害の拡大を防止するための作業の実施

(4) 被害者の住所及び氏名並びに被害状況の把握

（管理日誌）

第 7 条 指定管理者は、 管理の現状を明らかにし、 その効率的な運用を図るため管理日誌を備え付け、

大久保間歩の保全に努めるものとする。

（その他）

第8条 この規則に定めるもののほか、 必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則
この規則は、 平成20年4月1日から施行する。

附 則（平成22年教委規則第12号）

この規則は、 平成23年4月1日から施行する。

※これらの例規に関する申請様式等は、 大田市のHP から閲覧、 ダウンロ ー ドすることができます。
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